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第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 令和６年度第１回武蔵村山市在宅医療・介護連携推進協議会 

開 催 日 時 令和６年６月６日（木）午後７時３０分～午後８時１５分 

開 催 場 所 オンライン開催 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：半田委員、横山委員、宇津木委員、堀尾委員、與那城委員、中島

委員、馬見塚委員、岡村委員、菅原委員、山科委員、持田委

員、内田委員、杉山委員、高齢福祉課長、地域包括ケア係長、

高齢者支援係長及び高齢者支援係主任 

議 題 等 

 

報告事項１ 令和５年度第３回協議会会議録について 

報告事項２ 令和５年度在宅医療・介護連携支援センター活動報告につい   

      て 

報告事項３ 令和５年度認知症初期集中支援チーム活動報告について 

報告事項４ 令和５年度在宅医療・介護連携推進部会活動報告について 

報告事項５ その他 

 

協議事項１ 令和６年度在宅医療・介護連携推進事業について 

協議事項２ その他 

 

結 論 
（決定した方針、残

された問題点、保留

事 項 等 を 記 載 す

る。） 

 

協議事項１：令和６年度の協議会及び部会は３回ずつ、多職種研修会は全

２回の開催予定とする。実施方法は、内容に応じて集合形式とオ

ンライン形式の双方使い分けの方向で検討する。 

 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則

として発言順に記載

し、同一内容は一つ

にまとめる。） 

開会 

事務局紹介 

 

《報告事項１ 令和５年度第３回会議録について》 

事務局：説明 

委 員：繁忙期を避けた時期にオンライン方式ではなかったか。 

事務局：オンライン・対面双方の意見があった。実際の実施方針について

は、今後委員の皆様の御意見を伺いたいと思う。 

 

《報告事項２ 令和５年度在宅医療・介護連携支援センター活動報告につ

いて》 

委 員：説明 

委 員：質疑なし 

 

《報告事項３ 令和５年度認知症初期集中支援チーム活動報告について》 

事務局：説明 

委 員：「終了」とされているものについては、設定された目標を達成し

たものということか。 

事務局：派遣決定された３件中２件が終了となり、目標は達成され、モニ

タリングの段階となっている。 

委 員：モニタリングとは、どのような内容か。 

事務局：担当地区の地域包括支援センターが中心となり、支援後の見守り

等を行う。 
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《報告事項４ 令和５年度在宅医療・介護連携推進部会活動報告につい

て》 

事務局：説明 

委 員：質疑なし 

 

《報告事項５ その他》 

委 員：在宅医療・介護連携支援センターが開催する令和６年度第一回勉

強会（「8050問題とひきこもり」）の案内 

委 員：午後６時からの開催だと、医療機関は診療中であり、途中参加と

なってしまう。途中参加でも構わないか。 

委 員：介護職のことも考え、遅すぎない時間帯を設定している。途中参

加でも問題ないが、前半と後半でテーマが違うため、聴講でき

ないテーマがある点を御了承いただきたい。 

 

《協議事項１ 令和６年度在宅医療・介護連携推進事業について》 

事務局：説明 

委 員：質疑なし 

 

《協議事項２ その他》 

委 員：保健所に今年度から市町村連携課が設置されたと伺った。どのよ

うなものか。 

委 員：企画調整課が管理課と市町村連携課に分かれ、今年 4月に設置さ

れた。市町村連携課は、コロナ禍を踏まえて、市町村や関係機関

の皆様と顔の見える関係づくりをより一層構築していくために設

置された。目玉としては、市町村ごとに事務担当者を一人ずつ配

置している。ただし、職種は事務職となるため、長年その地域に

携わる保健師ではないことに御留意いただきたい。またコロナ禍

の経験を踏まえ、感染対策という点で健康推進課との連携は予定

されるが、本事業については変わらずの対応となる。 

委 員：窓口間の連絡会や自治体間の連携・情報共有などに協力を願いた

い。 

委 員：広域的な連携業務には保健所も協力していく。本事業（在宅療養

事業）の窓口は市町村が担当部署となっているが、保健所として

も連携していきたいと思う。 

終  了 
 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

■公  開                傍聴者：    ０人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

■開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課 健康福祉部高齢福祉課（内線：６３２） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 


